
別記１ 

情報セキュリティ対策に関する事項 

 

乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、甲が保有する情報資産及び情報システ

ム等（以下「情報資産等」という）の適正な取扱いに努め、以下に掲げる事項について遵守し

なければならない。 

第１ 使用の制限 

乙は、甲が使用を認めていない情報資産等を使用してはならない。また、機構内ネットワ

ークに端末等の機器を接続する場合は、甲の承認を得なければならない。 

  なお、乙は、甲の施設内で業務を実施する場合には、甲が承認した作業場所以外で業務を

実施してはならない。 

第２ 秘密の保持 

  乙は、業務中及び業務を終了した後も、業務により知り得た秘密を利用し、又は第三者に

漏らしてはならない。 

第３ 目的外利用及び提供の禁止 

乙は、業務以外の目的で情報資産等を使用してはならない。また、甲の同意を得ずに第三

者に情報資産等を提供してはならない。 

第４ 安全管理 

  乙は、業務を実施するに当たり、情報資産等の漏洩の防止等について必要な措置を講じな

ければならない。 

第５ 作業の監視 

  乙は、情報資産等に対する乙の使用状況を甲が監視することについて了承するものとする。 

第６ 事故等の報告 

  乙は、事故等が発生したとき又は発生する恐れがあるときは、直ちに甲に報告し、甲の指

示に従わなければならない。 

第７ 知的所有権の保護 

  乙は、ソフトウエアを使用する場合は、使用許諾条件を遵守しなければならない。 

第８ 従事者の教育 

  乙は、業務を担当する従事者に対し、情報セキュリティに関する教育を行わなければなら

ない。 

第９ 再委託における責任 

乙は、事前に甲の承認を得て情報資産等の取扱いを第三者に再委託する場合には、再委託

先においても業務の処理に必要とする情報セキュリティ対策が十分に確保されていること

を確認しなければならない。また、再委託先で起きた事故に対して責任を持たなければなら

ない。 

第10 監査を受ける義務 

  乙は、乙が実施する情報に関する業務処理等の状況を把握するため、必要に応じて甲が行

う監査・検査に協力しなければならない。 

第11 災害発生時の対応 

  乙は、災害により障害等が発生し、情報に関する業務処理等の実施に影響がある場合には、

直ちに、障害等の復旧に努めるとともに、甲と対策方法について協議しなければならない。 


